
水戸市

（地域における現状・課題）

（地域移行の推進に向けた体制整備の取組概要）

（実践研究の成果）

運営主体：双葉台中学校

活動場所：双葉台中学校

指 導 者 ：地域指導者、遠藤 米吉，川越 信行，小関 広一，鈴木 拓海

岡野 理人，秋好 和登，西村 奏輝

移動手段：徒歩、自転車

責任主体：水戸市教育委員会

活動種目：野球，ソフトボール，剣道，男女ソフトテニス，男子バスケットボール，

卓球

会 費 等 ：０円（部活動のため）

保 険 ：生徒：０円（スポーツ振興センター）

指導者：657円

令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
運動部活動の地域移行に向けた実証事業 成果報告書（概要）

本市の令和５年度６月時点での部活動の状況は、全16校において運動部，文化部合わせて約250部存在する。本市では令和３・４年度に双葉台中学校において

国の運動部活動実証事業を行った。また，部活動地域移行のモデル実践としてスポーツ教室を開催し，参加生徒及び保護者に対するニーズの調査を行った。令和５

年度は，地域移行コーディネータを配置し，モデル校（双葉台中学校）の活動をもとに，令和６年度以降の段階的な地域移行のための計画立案を行った。

令和５年度は水戸市教育委員会総合教育研究所にコーディネーターを配置し，令和6年度以降の段階的な地域移行に向けた準備期間とした。他の先行事例や各

校の部員数調査等の情報収集を行い，関係各課の合意を図るために地域移行あり方検討会を３度開催した。

また，工夫したという点において，令和４年度末に終了した国の実証事業を市で独自に継続した。双葉台中学校に，積極的に部活動指導員を配置し，地域移行

のための制度設計に係るデータの収集を行い，令和６年度における地域クラブモデル拠点の運営のための立案を行った。

（１）運営類型：部活動指導員を活用した地域移行に向けた実証事業
（２）運営主体：水戸市立双葉台中学校
（３）種目：野球，ソフトボール，剣道，男子バスケットボール，男子ソフト

テニス，女子ソフトテニス，卓球
（４）指導者の主な属性：部活動指導員
（５）１か月あたりの平均的な活動回数：４回／月
（６）主な活動場所：双葉台中学校（グラウンド，体育館，武道場）
（７）主な移動手段：徒歩，自転車
（６）１人あたりの参加会費等（年額）：０円/年
（７）１人あたりの保険料：生徒０円（※スポーツ振興センター）／指導者

657円

※都道府県において、地域クラブ運営を実施していない場合には本項目は削除



【市区町村名】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 水戸市

担当課名 水戸市教育委員会 総合教育研究所 教育研究課

電話番号 029ｰ244-1331

メールアドレス souken@city.mito.lg.jp
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本報告書は、スポーツ庁の「令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業（運動部活動の地域移行等に向けた実証事業）」の一環として、茨城県が実施した「令和５年度運動部活動の地域移行に向けた実証事業」の成果を取りまとめたものです。
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１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

本市の令和５年度６月時点での部活動の状況は、全16校において運動部，文化部合わせて約
2０0以上の部活動が存在する。本市では令和３・４年度に双葉台中学校において国の運動部
活動実証事業を行った。また，モデル実践としてスポーツ教室を開催し，参加生徒及び保護者に
対するニーズの調査を行った。双葉台中学校の実証事業をもとにした地域移行を市内全校に展開
するための制度が確立していないことや，地域移行に関する本市の方針調整が図られていない。ま
た，他市と比較し学校数が多いことや，学校間で生徒数の差が見られることから，それぞれの学校
や地域の実態に応じた計画が必要である。

〇 本市における野球部の部員数（R5.7月末時点）

本市において，学校間の部員数の差が顕著に表れているのが野球であり，市内16校のうち，９
校が合同チームを編成して活動している。

人口 26.82万人 部活動数（※特設部含む） 232部活

公立中・義務教育学校数 １６校 市区町村の協議会・検討会議
等の設置状況

設置予定あり

公立中学校生徒数 6,190人 市区町村の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

策定予定あり

学校 A B C D E F G H I

部員
数

１６ ９ １２ ８ ２４ ７ １ ９ ２９

J K L M N O P

１２ ６ ２１ １４ １１ ５ ２
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

令和５年度

〇 ４月 〇 ７月 〇 10月

・学校へのヒアリング調査（双葉台中学校） ・第２回庁内地域移行あり方検討会の調整及び開催 ・令和６年度事業計画作成

〇 ５月 ・市内校長会説明用資料作成 ・学校へのヒアリング調査

・部活動指導員研修会 〇 ８月 〇 11月

・第１回地域移行庁内あり方検討会の調整及び開催 ・市内学校長会プレゼン ・市内校長会用プレゼン作成

〇 ６月 〇 ９月 〇 12月

・中体連主催大会視察及びヒアリング調査 ・令和６年度事業計画作成 ・市内校長会対応

・アンケートの検討及び作成 ・児童生徒保護者向けアンケート実施及び分析 〇 １月

・実証事業の調整及び運営 ・第３回庁内地域移行あり方検討会

〇 ２月

・学校へのヒアリング調査

▼運営体制図（市区町村における推進体制図）

▼行政組織内での役割分担

⚫ 教育委員会（教育研究課）

・地域移行実証事業運営事務局（コーディネーター） ・関係団体との調整 ・学校へのヒアリング調査 ・運営主体の調整

・庁内あり方検討会の調整 ・アンケート調査 ・他の中核市の進捗状況調査 ・指導者の募集
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 １校 地域クラブ活動に
取り組んだ種目

野球，ソフトボール，剣道，男子バスケットボール，男子ソフトテニス，女子ソフトテニス，卓球

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

７部活

拠点校名 双葉台中学校

地域クラブ活動に移行
した部活動数

７部活

地域クラブ活動で実施
した種目

野球，ソフトボール，剣道，男子バスケットボール，
男子ソフトとテニス，女子ソフトテニス，卓球

運営主体名 水戸市立双葉台中学校

運営類型 ※注2 ※既存の部活動を活用

１か月あたりの平均的
な活動回数

各部活動：月４回程度
（休日のどちらかで活動）

指導者の主な属性 部活動指導員

活動場所 双葉台中学校（グラウンド，体育館，武道場）

主な移動手段 徒歩，自転車

１人あたりの参加会費
等（年額）※注3

０円

１人あたりの保険料 ０円
（スポーツ振興センター適用）

▼活動概要 ▼運営体制図（地域移行に係る実証事業運営体制図）

主な取組例 ※注1

運
営
事
務
局

・指導者確保・派遣
・指導者研修会
・各種調査

双葉台中学校
・実証事業
・意識調査
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

・コーディネーターを活用し，方針決定のための庁内合意を図るためのあり方検討会を開催する。
・モデル校（双葉台中学校）において実証事業を行い，成果と課題を明確にする。
・令和６年度以降の休日の地域クラブ指導者を確保するため，部活動指導員を積極的に活用する。
・運営主体を決定する。

取組事項

・令和３・４年度双葉台中学校における実証事業を市独自に継続するために，

７部活動に部活動指導員を積極的に配置し，生徒や保護者に対するニーズや意

識調査を行った。また，地域移行コーディネーターを中心に，令和５年度の実証

事業やアンケート調査結果をふまえ，令和６年度における地域クラブ実証事業の

計画立案を行った。

取組の
成果

グラフ等データ
※出典も要記載

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

・部活動指導員については，前年度より登録していた方と新規の指導員を活用する
事で，令和４年度の実証事業の５部活動より７部活動に配置をすることができた。

・指導員と顧問間で情報共有を図り，生徒の主体性を育んだことにより，指導員が
中心となる休日も円滑に活動をすることができた。
・平日と休日の指導に関連性をもたせるため，部活動顧問と指導員の間で連携を密
にすることで一貫性をもたせることができた。指導員が単独で指導にあたることにより部
活動顧問の負担軽減に繋がった。

特に
工夫した
事項

・地域クラブの運営に伴う指導者の確保については部活動指導員の活用が有効であり，顧問との連携を図ることで平日と休日の活動に一貫性
をもたせることができた。
・７つの部活動を対象に実証を行ったことにより，地域に活動を移行しやすい種目や条件を把握することができた。

・地域移行に関して，教育委員会内の担当課のみでは円滑に進めることができなかった。令和６年度については，庁内合意や推進協議会に
おける方針決定を行うとともに，令和７年度に向けた制度設計を行う。

今後の
課題と
対応方針

グラフ等データ
※出典も要記載

令和６年度部活動に
関するアンケート
（生徒用）

令和６年度部活動に
関するアンケート
（教師用）
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２．実証内容と成果

参考資料（活動写真）

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

【指導員による野球部の指導の様子】

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

【指導員による中体連主催大会の引率の様子】

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

写真
※何の様子かわかるようにキャプションを挿入すること

【指導員による野球部の指導の様子】

【指導員による中体連主催大会の引率の様子】



7

２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

図、グラフ、文章での説明等 図、グラフ、文章での説明等

地域移行アンケート（生徒用）の回答 R5.9実施 回答：2,592人 地域移行アンケート（保護者用）の回答 R5.9実施 回答：3,552人
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

図、グラフ、文章での説明等

【キャプション】

図、グラフ、文章での説明等

地域移行アンケート（教師用）の回答 R5.9実施 回答：588人
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

実証事業の継続

庁内あり方検討会

庁内あり方検討会の

開催

地域移行WG発足

地域移行推進協議会

地域クラブ実証事業開始

庁内合意・方針決定

地域移行制度設計

地域クラブ活動の拡大

地域移行推進協議会

〇運営主体：双葉台中学校

〇責任付帯：水戸市教育委

員会

〇実施内容、工夫した点 等

令和３・４年度の双葉台中

学校における国の実証事業を

行った。市独自に実証事業を継

続させるために，対象となる部

活動のほかにも部活動指導員を

積極的に配置した。令和５年

度の実証事業をもとに，令和6

年度における事業計画及び予

算要求を行った。予算額に応じ

た次年度の地域クラブ実証事業

の計画を立案するとともに，市

内学校長会で説明を行った。

令和５年 令和６年 令和７年

〇地域移行推進協議会

（５・６月開催予定）

〇地域クラブ実証事業開始

（７月）

〇地域クラブ運営における課題

の洗い出しと対策の検討

〇地域移行推進協議会

（10月）

地域移行推進計画・指導者

資格の決定

〇令和７年度に向けた制度設

計及び予算・人員要求

令和５年度双葉台中学校単

独による実証事業の対象を拡大

し，市内４校４部活動におい

て地域クラブ実証事業を展開す

る。

※令和６年度中に地域クラブ

実証事業の結果をもとに制度設

計を行う。

地域移行の対象規模に応じて，

運営業務委託先の調整，指導

者確保の調整等を行う

…枠・図等は適宜追加
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３．今後の方向性（地域クラブ移行案）

地域連携・地域移行の推進に向けた今後の計画（案）

年度 令和３・４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

水戸市

水戸市部活動改革スケジュール（案）

地域運動部活動
実証事業
（国）

地域運動部活動
実証事業
（市）

地域クラブ
実証事業
（市）

R3：サッカー，男子ソフトテニス
，剣道，バスケットボール，男
子卓球

R４：男子ソフトテニス，女子ソ
フトテニス，剣道，バスケットボー
ル，男子卓球

休日の部活動を地域指導員に移行

R５：野球，ソフトボール，
男子ソフトテニス，女子ソフ
トテニス，剣道，バスケット
ボール，男子卓球

R６：部活動指導員37名
配置

運動部：32名
文化部：５名

R６：地域クラブ実証事業
市内２拠点（４部活動）

R７：地域クラブ実証事業
※R6の実績を基に規模を検
討

R７：部活動指導員配置
運動部：〇名
文化部：〇名
R６年度の実績を上回る数を
設置

休日の部活動を地域クラブ化を推進


